
報道もされましたが、2016年2月24日に東電が発表した
「炉心溶融の判断基準がマニュアルに明記されていたのに気づきませんでした」
という問題について、その謝罪会見でこんな発言が。

2年ほど前にルールが変わってですね、
今の報告の対象事象として「炉心溶融」って言葉はもうありません。
今の新しいルールは炉心損傷を判断して報告しろ、
というふうになっています。

田南達也氏　（東京電力）

って言葉はありません

ん？どういうことなのか、ちょっと調べてみました。
福島事故後に法律やら省令やらいろいろ変わってるんですねぇ。
『報告』というのはこの法律から。。

（参考資料①　開始から21分頃）

原子力災害対策特別措置法 （参考資料②）

第15条
原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、
原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、
内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行う
（中略）
二 　前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象と
して政令で定めるものが生じた場合

原子力災害対策特別措置法施行令 （参考資料④）

福島事故前は
主語が「主務大臣」
でしたが、
他はほぼ同内容

（参考資料③）

『政令』って？

第6条
（中略）
4. 法第十五条第一項第二号 の原子力緊急事態の発生を示す事象とし
て政令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
（中略）
四 前三号に掲げるもののほか、（中略）
原子力緊急事態の発生を示す事象として原子力規制委員会規則で
定めるもの

福島事故前は
「原子力規制委員会規
則」が「主務省令」

（参考資料⑤⑥）
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少しだけ感想を
国の作った規則から「炉心溶融」という言葉がなくなったから、自社のマニュアルからもなくした、と。
でも「必要があれば速やかに炉心が溶融している、ということはお伝えする」ですって？
『「炉心溶融」を判断する根拠がなかった、とこれまで説明していたけど、実はマニュアルで定義されてまし
た。すみません。』という会見をしてるのに、マニュアルから「炉心溶融」という言葉をなくして、どうやっ
て「速やかに炉心が溶融」なんて伝えてくれるんでしょうか？
国がどういうルールを決めようが、それは『最低限』のものであり、「社会的関心が高い」と認識しているな
らば、むしろ独自に「炉心溶融」の基準を作ってもいいくらいでしょう。今の東電の態度は、「飽くなき安全
性の追求」という姿勢ではなく、「基準さえ守ればOK」という姿勢にしか見えません。

（参考資料⑨）

原子力災害対策特別措置法施行規則 （参考資料⑦）

福島事故後、この規則は廃止され、
新しく次の規則が作られました。

（参考資料⑧）

第21条
令第六条第四項第四号の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
一　次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
【大規模原子炉施設】
（中略）
ト　原子炉容器内の炉心の溶融を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子
炉容器内の温度を検知すること。
（後略）

原子力災害対策特別措置法に基づき
原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則
第14条
令第六条第四項第四号 の原子力規制委員会規則で定める事象は、
次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする
【イ　沸騰水型軽水炉】
（中略）
（８）　炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。
（後略）

「加圧水型軽水炉」
　でも同じ表現

冒頭の田南氏（東電）の発言はこの変化のことを言っているんですね。
再び田南氏の発言から。

ルールが変わった趣旨は（中略）
「炉心溶融」を判断しろってのは非常に難しいテーマで（中略）
住民の方をお守りするためのアクションを取るために、
判断がなかなか難しいってやつを判断基準にしては、
なかなか通報・報告がままならないということで、
より正確に早く判断出来る基準を持って報告をするんだ、
という趣旨で「損傷」というふうになったと理解しています。
なので我々はそれに従って早めに正しい判断をして、
炉心が損傷しました、ということをお伝えして、
そこで防災の活動が始められると。
一方で、社会的な関心が高くて「炉心が溶融してるのか？」っていう疑問
に対してお答えするっていうのは別な話ですので、
そこはそこできっちり炉心の状況を確認して、
必要があれば速やかに炉心が溶融している、
ということはお伝えするというのは当然のことだと思っています。

田南達也氏　（東京電力） （参考資料①　開始から38分頃）
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